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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面に敷設され磁気誘導方式の無人搬送車を誘導する磁気誘導帯を有する誘導路構造体
において、
　前記磁気誘導帯と同じ厚さの保護部材が、前記無人搬送車が磁気誘導帯を乗り越える場
所の該磁気誘導帯の長手方向に対して両側方に設置されているとともに、
　前記磁気誘導帯と保護部材の外縁部との距離が、磁気誘導帯の長手方向に対して不均一
であることを特徴とする誘導路構造体。
【請求項２】
　前記保護部材の厚さが、前記磁気誘導帯から離れるにつれて薄くなっていることを特徴
とする請求項１記載の誘導路構造体。
【請求項３】
　前記保護部材が、表面がポリ塩化ビニル製フィルムであり裏面がゴム系粘着剤であるラ
インテープからなることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の誘導路構造体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床面に敷設され磁気誘導方式の無人搬送車を誘導する磁気誘導帯を有する誘
導路構造体に関するものであり、主として新聞印刷工場や商業用印刷工場、製紙工場など
において利用されるものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、新聞印刷工場などにおいては、紙庫から輪転機への巻取紙の搬送手段として
ＡＧＶと略称される無人搬送車が多く利用されている。
　無人搬送車の走行制御方式としては、（１）床面に電磁誘導線を埋設し、そこに交流電
流を流して生じる磁界を車体側の磁気センサで検出することによって、走行ルートを検出
する電磁誘導方式（誘導線埋設方式）、（２）床面に磁気誘導帯を誘導線として貼り付け
、車体側の磁気センサで磁気誘導帯が発生する磁束を検出することによって、走行ルート
を検出する磁気誘導方式、（３）床面に光反射テープを誘導線として貼り付け、車体側の
光センサで光反射テープを検知して、走行ルートを検出する光誘導方式などが主に用いら
れている。
　このような無人搬送車は、巻取紙の搬送における自動化・省人化・作業環境の改善に寄
与してきた。
【０００３】
　特に近年、輪転機の給紙作業の合理化などに対する要求が高まりつつあり、そのため、
積極的により高性能な無人搬送車の導入が図られている。
　そして、このような無人搬送車の制御方式としては、保守管理や据付現場への適応性、
経済性などの観点から、前記（２）で説明した磁気誘導方式が多く採用される傾向にある
。
【０００４】
　通常、磁気誘導方式の無人搬送車は、予め工場などの床面に所定の走行ルートに沿って
ゴム磁石製の磁気ガイドテープなどの磁気誘導帯を主構成要素とする誘導路構造体を敷設
し、この誘導路構造体が発生する磁束を無人搬送車に装備された磁気センサで検出するこ
とによって、自動操舵・走行制御がなされている。
【０００５】
　誘導路構造体は、一般に、図１０に示すように、床面Ｆに貼り付けるための両面接着テ
ープ５２０と、磁束の発生源である磁気誘導帯５１０と、この磁気誘導帯５１０を保護す
るラミネートフィルム５３０とが積層された構造をしている。
　このような誘導路構造体５００は、両面接着テープ５２０の剥離紙（図示されていない
）を剥がすことによって、簡単に床面Ｆに貼り付け可能であるとともに、ラミネートフィ
ルム５３０によって磁気誘導帯５１０が覆われているため、無人搬送車が横切ったり、作
業者が踏みつけたとしても磁気誘導帯５１０が損傷しにくく、長期間に亘って確実に無人
搬送車を誘導することができる（例えば、特許文献１、２参照。）。
【特許文献１】特開平７－２３９７１３号公報
【特許文献２】実開平５－７５８０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述した誘導路構造体５００は、両面接着テープ５２０、磁気誘導帯５
１０、ラミネートフィルム５３０からなる積層構造により厚さが増すため、無人搬送車が
進行方向に対して垂直に敷設された誘導路構造体５００を乗り越える際、無人搬送車に大
きな振動が発生する。
　その結果、無人搬送車に積載した荷物が荷崩れを起こすおそれがあった。
　また、大きな振動が発生することによって、騒音が大きくなり、無人搬送車の走行時の
静粛性が損なわれるという問題があった。
　そして、繰り返し大きな振動が無人搬送車に加わることによって、無人搬送車が故障す
る確率が高まるという無人搬送車の耐久性上の問題があった。
　さらに、無人搬送車が誘導路構造体５００を乗り越えるたびにラミネートフィルム５３
０が摩耗するため、定期的に誘導路構造体５００の貼り替え作業が必要であり、そのため
のメンテナンス作業負担とメンテナンスコストが増加するという問題があった。
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【０００７】
　一方、誘導路構造体が貼り付けられた走行ルートに沿った床面の全面に磁気を遮断しな
い非磁性体でできたカーペットを敷くことによって、無人搬送車が誘導路構造体を横断す
る際の振動の発生を抑制することも知られているが、カーペットの敷設に莫大なコストが
掛かるのみならず、走行ルートの変更の度にカーペットを剥ぐ必要があり走行ルート変更
時の作業負担が大きいという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明が解決しようとする技術的課題、すなわち、本発明の目的は、無人搬送
車が誘導路構造体を乗り越える際に発生する振動を低減し、無人搬送車の静粛性・耐久性
を向上させ、メンテナンス作業負担及びメンテナンスコストの削減を図ることのできる磁
気誘導方式の無人搬送車用の誘導路構造体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　まず、本請求項１に係る発明は、床面に敷設され磁気誘導方式の無人搬送車を誘導する
磁気誘導帯を有する誘導路構造体において、床面に敷設され磁気誘導方式の無人搬送車を
誘導する磁気誘導帯を有する誘導路構造体において、前記磁気誘導帯と同じ厚さの保護部
材が、前記無人搬送車が磁気誘導帯を乗り越える場所の該磁気誘導帯の長手方向に対して
両側方に設置されているとともに、前記磁気誘導帯と保護部材の外縁部との距離が、磁気
誘導帯の長手方向に対して不均一であることにより、前記課題を解決したものである。
【００１０】
　ここで、本発明において、「磁気誘導帯の長手方向に対して両側方に・・・保護部材が
設置され」とは、磁気誘導帯の長手方向に対して両側方にそれぞれ別の保護部材が、磁気
誘導帯の側面に接触するように設置されている場合と１つの保護部材が磁気誘導帯を覆う
ように設置されている場合との両方の設置形態を意味している。
【００１１】
　また、「磁気誘導帯と同じ厚さの保護部材」における「同じ」とは、「寸分違わず全く
同じ」ということを意味しているわけではなく、本発明の誘導路構造体の振動低減機能を
損なうことのない範囲に含まれる「実質的に同じ」と見なすことのできることを意味して
いる。
【００１２】
　ここで、「磁気誘導帯と保護部材の外縁部との距離が、磁気誘導帯の長手方向に対して
不均一である」とは、保護部材の形状が、正方形又は長方形でないことを意味している。
【００１３】
　そして、本請求項２に係る発明は、請求項１に係る誘導路構造体において、保護部材の
厚さが、前記磁気誘導帯から離れるにつれて薄くなっていることにより、前記課題をさら
に解決したものである。
【００１４】
　そして、本請求項３に係る発明は、請求項１または請求項２に係る誘導路構造体におい
て、前記保護部材が、表面がポリ塩化ビニル製フィルムであり裏面がゴム系粘着剤である
ラインテープからなることにより、前記課題をさらに解決したものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本請求項１に係る発明によれば、床面に敷設され磁気誘導方式の無人搬送車を誘導する
磁気誘導帯を有する誘導路構造体において、無人搬送車が磁気誘導帯を乗り越える場所の
磁気誘導帯の長手方向に対して両側方に、磁気誘導帯と同じ厚さの保護部材が設置されて
いることにより、無人搬送車が磁気誘導帯を主構成要素とする硬い誘導路構造体を乗り越
える際に、誘導路構造体より軟らかい保護部材を介して乗り越えるため、無人搬送車が誘
導路構造体を乗り越える際に発生する振動が低減され、無人搬送車の静粛性・耐久性が向
上し、メンテナンスコストの削減及びメンテナンス作業負担の軽減を実現することができ
る。
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【００１６】
　また、磁気誘導帯と保護部材の外縁部との距離が、磁気誘導帯の長手方向に対して不均
一であることにより、無人搬送車が誘導路構造体に乗り上げる際に、無人搬送車の車輪と
保護部材との接触面積が徐々に増加し、無人搬送車が誘導路構造体から降りる際に、無人
搬送車の車輪と保護部材との接触面積が徐々に減少するため、無人搬送車が誘導路構造体
を乗り越える際に発生する振動がより一層低減される。
　その結果、無人搬送車の静粛性・耐久性がさらに向上し、メンテナンスコストのさらな
る削減及びメンテナンス作業負担のさらなる軽減を実現することができる。
【００１７】
　しかも、保護部材をカッターや鋏などで切断するというきわめて簡単な作業だけで、保
護部材と誘導路構造体の接触部と保護部材の外縁部との距離を、誘導路構造体の長手方向
に対して不均一とすることができるため、誘導路構造体の製造コストの削減及び設置作業
負担の軽減が図られる。
【００１８】
　そして、本請求項２に係る発明によれば、請求項１に係る誘導路構造体において、保護
部材の厚さが、磁気誘導帯から離れるにつれて薄くなっていることにより、無人搬送車が
誘導路構造体を乗り越える場所における段差が解消されるので、無人搬送車が誘導路構造
体を乗り越える際に発生する振動がさらに低減される。
【００１９】
　そして、本請求項３に係る発明によれば、請求項１又は請求項２に係る誘導路構造体に
おいて、保護部材が、表面がポリ塩化ビニル製フィルムであり裏面がゴム系粘着剤である
ラインテープからなることにより、保護部材が弾力性を呈するため、無人搬送車が誘導路
構造体を乗り越える際に発生する振動がさらに一層低減される。
　しかも、保護部材の切断加工をラインテープに剥離紙が付いている状態で行えるため、
製作作業負担が格段に軽減されるとともに、設置場所において剥離紙を剥いで床面に貼り
付けることができるので設置作業の効率が向上する。
　また、走行ルートの変更・増設にもフレキシブルに対応できる。
　さらに、汎用のラインテープを用いることができるので、低コスト化が実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明は、床面に敷設され磁気誘導方式の無人搬送車を誘導する磁気誘導帯を有する誘
導路構造体において、無人搬送車が磁気誘導帯を乗り越える場所の磁気誘導帯の長手方向
に対して両側方に、磁気誘導帯と同じ厚さの保護部材が磁気誘導帯の側面に接触して設置
されており、無人搬送車が誘導路構造体を乗り越える際に発生する振動を低減し、無人搬
送車の静粛性・耐久性を向上させ、メンテナンスコストの削減及びメンテナンス作業負担
の軽減を実現することのできるものであれば、その具体的な実施の態様は、如何なるもの
であっても何ら構わない。
【００２１】
　例えば、本発明の誘導路構造体の主要構成要素の１つである磁気誘導帯は、ストロンチ
ウム・フェライトなどのフェライト磁石粉末と塩素化ポリエチレン・ポリマーアロイなど
のゴム材料からなるバインダーを混合して帯状に成形された異方性ゴム磁石の表面をポリ
塩化ビニルなどの合成樹脂でコーティングし、裏面に両面接着テープを有した市販の磁気
式誘導型ガイドセンサ用の磁気ガイドテープをそのまま使用することができる。
【００２２】
　また、本発明の誘導路構造体の主要構成要素の別の１つである保護部材の表面を黄色と
か赤、あるいは、黄色と黒のツートンカラーなどの目立つ着色とすることにより、誘導路
構造体に、前述したような主要な効果に加えて、保護部材が設置されている場所が２つの
走行ルートが交差している場所であることを作業者（歩行者）に注意喚起するという効果
を持たせることも可能である。
【実施例１】
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【００２３】
　本発明の一実施形態である実施例１について、図１乃至図４に基づいて説明する。
　ここで、図１は、実施例１の誘導路構造体が新聞印刷工場で使用されるときの一実施形
態を無人搬送車とともに示した斜視図であり、図２は、本発明の誘導路構造体と無人搬送
車との配置関係を説明する平面図である。
　また、図３（ａ）は、従来の誘導路構造体の形状を示す平面図であり、図３（ｂ）は、
それを無人搬送車が乗り越えた際の振動計測結果を示すグラフであり、図４（ａ）は、本
発明の実施例１の誘導路構造体の形状を示す平面図であり、図４（ｂ）は、それを無人搬
送車が乗り越えた際の振動計測結果を示すグラフである。
【００２４】
　本発明の誘導路構造体は、図１に示すように、新聞印刷工場などの床面Ｆに敷設され磁
気誘導方式の無人搬送車を誘導する。
【００２５】
　新聞印刷工場で使用される標準的な新聞用紙は、幅は約１．６メートルで残芯Ｃに円筒
形に巻きつけられており（巻取紙Ｒ）、直径は、約１．２メートル、重さは、約１．２ト
ンある。長さは、１６キロ余りで、４０ページの新聞６０００部に相当する。
【００２６】
　この巻取紙Ｒは、温度及び湿度が一定に保たれた紙庫に運び込まれ、この紙庫から無人
搬送車１によって輪転機まで搬送される。
　この無人搬送車は、中央制御装置に予め入力された印刷プログラムにしたがって、紙庫
から巻取紙Ｒを取り出し、床面Ｆに敷設された磁気誘導帯Ｌ１に誘導されて所定の輪転機
まで走行する。
【００２７】
　本発明の誘導路構造体は、図１及び図２に示すように、所定の走行ルートに沿って床面
Ｆに敷設される。
　そして、磁気誘導方式の無人搬送車１が、車体内に搭載された磁気センサで誘導路構造
体の主要構成要素の１つである磁気誘導帯Ｌ１（磁気ガイドテープ）が発生する磁束を検
知しながら、この磁気誘導帯Ｌ１に沿って走行する。
　この時、無人搬送車１が、磁気誘導帯Ｌ１に直交する別の走行ルートに沿って敷設され
た磁気誘導帯Ｌ２を乗り越える。
【００２８】
　本実施例で用いられている無人搬送車１は、図２に示すように、車体の四隅にキャスタ
輪２を有しており、対峙する２つのキャスタ輪２のほぼ中央に１つの駆動輪３を有してい
る。
　したがって、図３（ａ）に示すように、無人搬送車が、磁気誘導帯Ｌを乗り越える際に
、２つのキャスタ輪と１つの駆動輪が直接、磁気誘導帯Ｌに乗り上げる。
　磁気誘導帯Ｌの厚さは、１ミリ程度であるが、前述のように搬送物である巻取紙の重さ
が約１．２トンときわめて重いため、無人搬送車が磁気誘導帯Ｌに乗り上げる時に、無人
搬送車に大きな振動が発生する。
　この振動を計測した結果を示したものが図３（ｂ）のグラフである。
　振動計測時の無人搬送車の走行速度は、６０メートル／分である。
　図３（ｂ）のグラフが示すように、無人搬送車が磁気誘導帯Ｌを乗り越える際に、最大
１．１３Ｇ、最小－１．６４Ｇの振動が計測された。
【００２９】
　次に、図４（ａ）に示すように、無人搬送車のキャスタ輪及び駆動輪が磁気誘導帯Ｌを
乗り越える場所に、磁気誘導帯Ｌの長手方向に対して両側方に磁気誘導帯Ｌの側面に接触
するように一定幅の保護部材Ｓ１を設置して誘導路構造体１０を構成した。
　この保護部材Ｓ１は、表面がポリ塩化ビニル製フィルムで裏面がゴム系粘着剤である市
販のラインテープであり、磁気誘導帯Ｌとほぼ同じ厚さを有している。
【００３０】
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　このような保護部材Ｓ１と磁気誘導帯Ｌとからなる誘導路構造体１０を無人搬送車が乗
り越える際に発生する振動を前述と同じ条件で計測した結果を示したものが、図４（ｂ）
のグラフである。
　このグラフが示すように、無人搬送車が誘導路構造体１０を乗り越える際に、最大０．
７７Ｇ、最小－０．７６Ｇの振動が計測された。
　したがって、磁気誘導帯Ｌに保護部材Ｓ１を配設した誘導路構造体１０は、前述した保
護部材を有していない通常の誘導路構造体、すなわち、磁気誘導帯Ｌ単体に比べて、振動
の発生が７０％以下に抑制されている。
　この理由は、無人搬送車のキャスタ輪及び駆動輪が誘導路構造体１０を乗り越える際に
、直接、磁気誘導帯Ｌを乗り越えずに、磁気誘導帯Ｌよりも軟らかい保護部材Ｓ１を介し
て乗り越えることにより、乗り越え時の衝撃が軽減されるため、発生する振動が抑制され
るためである。
【実施例２】
【００３１】
　次に、本発明の別の実施の形態である実施例２について、図５に基づいて説明する。
　実施例２の誘導路構造体２０は、図５（ａ）に示すように、無人搬送車のキャスタ輪及
び駆動輪が磁気誘導帯Ｌを乗り越える場所に、磁気誘導帯Ｌの長手方向に対して両側方に
幅が次第に広くなる直角三角形状の保護部材Ｓ２が磁気誘導帯Ｌの側面に接触するように
設置されている。
　このような保護部材Ｓ２を設置した誘導路構造体２０を無人搬送車が乗り越える際に発
生する振動を前述と同じ条件で計測した結果を示したものが図４（ｂ）のグラフである。
　このグラフが示すように、無人搬送車が誘導路構造体２０を乗り越える際に、最大０．
２５Ｇ、最小－０．２６Ｇの振動が計測された。
　したがって、保護部材Ｓ２を設置した誘導路構造体２０は、前述した保護部材を有しな
い通常の誘導路構造体、すなわち、磁気誘導帯Ｌ単体に比べて、振動の発生が２０％以下
に抑制されている。
　この理由は、無人搬送車が誘導路構造体２０に乗り上げる際に、無人搬送車のキャスタ
輪及び駆動輪と保護部材Ｓ２との接触面積が徐々に増加し、無人搬送車が誘導路構造体２
０から降りる際に、無人搬送車のキャスタ輪及び駆動輪と保護部材Ｓ２との接触面積が徐
々に減少するため、乗り越え時の衝撃が軽減され、発生する振動が抑制されるためである
。
【実施例３】
【００３２】
　さらに、本発明の別の実施の形態である実施例３について、図６に基づいて説明する。
　本発明の誘導路構造体に設置する保護部材は、実施例１で説明した均一幅の保護部材Ｓ
１及び実施例２で説明した直角三角形状の保護部材Ｓ２の他に、図６（ａ）乃至図６（ｅ
）に示すように、磁気誘導帯Ｌと保護部材Ｓ３乃至保護部材Ｓ７の外縁部との距離が、磁
気誘導帯Ｌの長手方向に対して不均一である様々な形状を採用することができる。
　図６（ａ）乃至図６（ｅ）に示したいずれの誘導路構造体３０、４０、５０、６０、７
０であっても、無人搬送車が磁気誘導帯Ｌに乗り上げる際に、無人搬送車のキャスタ輪及
び駆動輪と保護部材Ｓ３乃至保護部材Ｓ７との接触面積が徐々に増加し、無人搬送車が磁
気誘導帯Ｌから降りる際に、無人搬送車のキャスタ輪及び駆動輪と保護部材Ｓ３乃至保護
部材Ｓ７との接触面積が徐々に減少するため、乗り越え時の衝撃が軽減され、発生する振
動を抑制することができる。
【００３３】
　なお、無人搬送車が保護部材を設置した誘導路構造体を乗り越えるときに、車輪（キャ
スタ輪及び駆動輪）の向きがぶれるのを抑制するため、磁気誘導帯の両側方に設置する保
護部材は、図６（ａ）乃至図６（ｅ）に示したように磁気誘導帯Ｌを挟んで点対称の形状
とすることが好ましい。
【実施例４】
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【００３４】
　さらに、本発明の別の実施の形態である実施例４について、図７に基づいて説明する。
　実施例４の誘導路構造体８０は、磁気誘導帯Ｌの長手方向に対して両側方に設置する保
護部材Ｓ８が、実施例１乃至実施例３で説明した保護部材Ｓ１乃至保護部材Ｓ７のように
磁気誘導帯の長手方向に対して両側方にそれぞれ別の保護部材が磁気誘導帯の側面に接触
するように設置されているものと異なり、１つの保護部材Ｓ８が磁気誘導帯Ｌを覆うよう
に設置されている。
　このような構造にしたことにより、磁気誘導帯Ｌの長手方向に対して両側方に設置され
る保護部材Ｓ８が単一の部材であるため、その製造工程が削減されて製造コストの低減が
図られるとともに、保護部材Ｓ８の設置作業負担も軽減される。
　さらに、無人搬送車が磁気誘導帯Ｌを乗り越える場所が保護部材Ｓ８で覆われることに
よって、磁気誘導帯Ｌの表面の摩耗が抑制され誘導路構造体８０の耐久性が向上する。
【００３５】
　なお、実施例４は、保護部材８として、前述した実施例２において図５（ａ）に基づき
説明したような磁気誘導帯Ｌと保護部材の外縁部との距離が磁気誘導帯Ｌの長手方向に対
して両側方に幅が次第に広くなるような直角三角形状、すなわち、保護部材８の全体形状
が平行四辺形状のものを例示したが、これに限られることなく、前述した実施例１におい
て図４（ａ）に基づき説明したような磁気誘導帯Ｌと保護部材の外縁部との距離が磁気誘
導帯Ｌの長手方向に対して一定になるような形状、すなわち、保護部材８の全体形状が長
方形又は正方形であるものであっても良く、さらには、前述した実施例３において図６（
ａ）乃至図６（ｅ）に基づき説明したような磁気誘導帯Ｌと保護部材の外縁部との距離が
磁気誘導帯Ｌの長手方向に対して不均一であるような形状のものであっても構わない。
【実施例５】
【００３６】
　さらに、本発明の別の実施の形態である実施例５について、図８に基づいて説明する。
　ここで、図８（ａ）は、前述した実施例２の誘導路構造体２０の断面形状を示している
。すなわち、図５（ａ）のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線における断面図である。
　このように前述した実施例１乃至実施例３の誘導路構造体は、いずれも保護部材を市販
のラインテープを切断することによって作製しているので、保護部材の厚さが一定であっ
た。
【００３７】
　一方、実施例５の誘導路構造体９０は、図８（ｂ）に示すように、保護部材Ｓ９を一定
の幅で所定の長さの合成樹脂などの弾性材料や木製合板などの剛性材料を用いて、その厚
さが、磁気誘導帯Ｌから離れるにつれて薄くなるように作製されている。
　すなわち、保護部材Ｓ９は、幅方向に傾斜した形状になっている。このような構造にし
たことによって、床面Ｆと磁気誘導帯Ｌとの段差が解消されるため、無人搬送車が誘導路
構造体９０を乗り越える際の振動の発生を、より一層、抑制することができる。
【００３８】
　なお、前述した実施例では、いずれも、無人搬送車が誘導路構造体を垂直に乗り越える
場合を例にとって説明したが、本発明の誘導路構造体は、図９に示すように、無人搬送車
が磁気誘導帯Ｌ４を乗り越える場所が、走行ルートの分岐点となる場合であっても構わな
い。
　この場合、磁気誘導帯Ｌ４の両側方に設置される保護部材Ｓ１０の幅は一定であっても
、無人搬送車が誘導路構造体１００に乗り上げる際に、無人搬送車のキャスタ輪及び駆動
輪と保護部材Ｓ１０との接触面積が徐々に増加し、無人搬送車が誘導路構造体１００から
降りる際に、無人搬送車のキャスタ輪及び駆動輪と保護部材Ｓ１０との接触面積が徐々に
減少するため、乗り越え時の衝撃が軽減され、発生する振動が抑制される。
【００３９】
　以上のように、本発明の誘導路構造体は、床面に敷設され磁気誘導方式の無人搬送車を
誘導する磁気誘導帯を有し、無人搬送車が磁気誘導帯を乗り越える場所の磁気誘導帯の長
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、無人搬送車が磁気誘導帯を乗り越える際に発生する振動を低減させるものであって、加
えて、保護部材の形状を変えることにより、この振動をより効果的に低減させるものであ
る。
　その結果、無人搬送車の静粛性・耐久性が向上し、メンテナンスコストの削減及びメン
テナンス作業負担の軽減が実現するなど、その効果は甚大である。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明の誘導路構造体は、磁気を用いて無接触で無人搬送車を誘導するものであり、粉
塵や電磁ノイズの発生がきわめて少なく、また、静粛性に優れているため、新聞印刷工場
における巻取紙の搬送に限らず、クリーンな環境が要求される半導体製造工場や医薬品製
造工場などにおける部品や製品の搬送にも適しており、その産業上の利用可能性は、きわ
めて高い。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】実施例１の誘導路構造体が新聞印刷工場で使用されるときの一実施形態を無人搬
送車とともに示した斜視図。
【図２】本発明の誘導路構造体と無人搬送車との配置関係を説明する平面図。
【図３】（ａ）は、従来の誘導路構造体の形状を示す図であり、（ｂ）は、それを無人搬
送車が乗り越えた際の振動測定結果を示すグラフ。
【図４】（ａ）は、実施例１の誘導路構造体の形状を示す図であり、（ｂ）は、それを無
人搬送車が乗り越えた際の振動測定結果を示すグラフ。
【図５】（ａ）は、実施例２の誘導路構造体の形状を示す図であり、（ｂ）は、それを無
人搬送車が乗り越えた際の振動測定結果を示すグラフ。
【図６】実施例３の誘導路構造体の形状を示す平面図。
【図７】実施例４の誘導路構造体の形状を示す平面図。
【図８】（ａ）は、図５のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線における断面図であり、（ｂ）は、実施
例５の誘導路構造体の断面図。
【図９】本発明の誘導路構造体を走行ルートの分岐点に適用したときの一実施態様を示し
た平面図。
【図１０】従来の誘導路構造体の断面図。
【符号の説明】
【００４２】
１　・・・　無人搬送車
２　・・・　キャスタ輪
３　・・・　駆動輪
１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００・・・誘導路構造体
Ｌ、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４　・・・　磁気誘導帯
Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５、Ｓ６、Ｓ７、Ｓ８、Ｓ９、Ｓ１０　・・・　保護部材
Ｒ　・・・　巻取紙
Ｃ　・・・　残芯
Ｆ　・・・　床
５００　・・・　従来の誘導路構造体
５１０　・・・　（従来の誘導路構造体の）磁気誘導帯
５２０　・・・　（従来の誘導路構造体の）両面接着テープ
５３０　・・・　（従来の誘導路構造体の）ラミネートフィルム
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